
第5 おわりに 一安全で安心な血液事業の将来へ向けて一

本検討会は平成1 4年7月の血液法の公布後の同年8月よ,り検討を重ねてき

たが,その間に.血液事衰を進める上での枠租みとして血液法rt基づく基本方
L針の策定,献血推進計画及び恵給計画Ol毎年度の策定と公表.薬事.食晶衛生

琴議会血液事業部会及び伺部会運営委員会の開胤献血者健康被害救済制鹿の
.i堅用開始等が行われてきたo また.血液事業における具体的な対応としては.
国内vCJD患者の発生に伴う欧州滞在歴の問診強化,プラセンタ注射剤に関する

問診強化.保存前白血球除去の導入,初流血除去の導入等が行われ.血液製剤
の安全性の向上がさらに図られているo さらには輸血管理料の導入,合同輸血
-療法委員会の活動等を通じて.アルブミン製剤等の適正使用への意識も高まり
つ-7あるo

これらの対応は血渠分画製剤の製造と供給においても.安全性の一層の向上.
適正使用の推進l透明性.公正性の確保に寄与してきた-方で,献血者の受入

から各種血祭分画製剤の製造.供給に至るまでの経費を押し上げる要因ともな
つてきたと考えられる.しかしながち.経費の増加に関しては,献血から製造

..1供絵に至るまでの流れや安全対策に掛かるコスト等の事実を具体的1tI説明し
ていくことによって,医療関係者,患者.献血者も含め広く由民の理解は得ら
れるであろうと考える.

血栄分画製剤の安定供給の確保等を含め,血液事業が将来にわたって安定肘
1こ運営されるためには,まず.血渠分画製剤が輸血用血液製剤と同様に献血に
よって得られる人の血液を原料とした貴重なものであることの認識の幅広い共
有が必要であるo その上で..輸血用血液製剤の製造r供給休制と合わせた血液

事業全体の将来像を早通しながら二血費分画製剤の製造体制さら亡は供給体制
の在りp方を絶えず描いていく努力が必要であるoそして現状の評価とと.もに中
期的な戟略や将来へ向けた方向性を検討する際には,血液事衰を支える根幹が
善意の献血者であることを十分意識して.公正性と透明性を持っ.た議論を今後
とも重ねていく場を.設けていくことが必妻であるo.関係者のこうした弛まぬ努

力が.国民の声から見て安全で安心できる血液事業の実践に繋がるものと期待
するo


